
１　有料老人ホーム

　主な指摘事項は、次のとおり

運営管理
に関する
こと

・有料老人ホームの職員が、介護保険サービスその他の業務を兼ねる場合にあっては、各職員につい
て、それぞれが従事する業務の種別に応じた勤務状況を明確にする観点から、適切に勤務表の作成及び
管理を行うこと。
・運営懇談会を設置していない。

主な指摘事項

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

計 13%90 48 12 25%

57 28 8

　　検査の結果、12施設中、８施設に対して61 件の文書指摘を行った。

項目

職員の配
置、研修
等に関す
ること

未届有料老人ホーム 100% 100%2 2 2

6%

実施率
（対計画数）

c/b
29%

・生活相談員の配置が確認できない。
・職員の心身の健康に留意し、職員の疾病の早期発見及び健康状態の把握のために、採用時及び採用後
において定期的に健康診断を行うとともに、就業中の衛生管理について十分な点検を行うこととしてい
るが、健康診断について実施していない（夜勤の職員については年２回）。

18 2 11%

区分

31

所管数
a

計画数
b

実施数
c

実施率
（対所管数）

c/a
14%

令和５年度 有料老人ホーム実地検査 実施状況

　　長野市所管 90 施設（未届含）中、12 施設に対して実地による検査を実施した。


